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１ 所管事務の調査（報告）  

(3) 第９期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（案）の策定 

について 

 

 

 

 

 

 

＜追加資料＞ 

追加資料１ 受講種別認知症サポーター養成講座受講者数 

追加資料２ 社会保障審議会介護保険部会（令和５年７月１０日） 

における自治体意見 
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受講種別認知症サポーター養成講座受講者数

受講者合計①
（名）

学校向け②
（名）

住民向け③
（名）

職域向け④
（名）

受講者のうち成人の割合
（地域住民＋職域）
（（③＋④）÷①）

受講生のうち住民向けの
割合
（③÷①）

平成29年度 10,620 5,219 3,113 2,288 51% 29%

平成30年度 9,623 4,273 2,906 2,444 56% 30%

平成31年度 5,865 2,678 1,491 1,696 54% 25%

令和2年度 1,936 1,258 346 332 35% 18%

令和3年度 2,724 1,602 666 456 41% 24%

令和4年度 4,519 2,236 1,340 943 51% 30%

※小数点以下は四捨五入

追加資料１



厚生労働省　社会保障審議会介護保険部会（令和５年11月６日）資料より抜粋

追加資料２





第 107 回社会保障審議会介護保険部会（令和５年７月 10 日）議事録、自治体意見一部抜

粋 
 
大石委員（全国知事会（長崎県知事））代理、長崎県福祉保健部長 寺原朋裕参考人 

今回示されました見直しイメージ、資料２の最後のページでありますが、所得再分配機 
能を働かせるという御説明もありました。前回、本県からも意見を申し上げていた低所得 
者の保険料の抑制についても引き続き御配慮いただいており、感謝を申し上げます。 

給付と負担は、持続可能な介護保険制度とするためには避けて通れない喫緊の課題であ

ると認識しております。今回御説明いただいた内容は、昨年度当部会でまとめられた意見書

に沿ったものであり、新たな資料も追加していただいておりますが、今後さらに議論を深め

ていくためには、具体的な標準乗率の変更幅や対象人口を示していただき、試算していただ

いた上で、全体として介護保険財政にどの程度の影響があるのか、また、この見直しによっ

て将来にわたって持続可能な制度になるのかについて検討を行う必要があると考えており

ます。 
並行して、所得階層別に個々の被保険者にとって保険料にどの程度の影響があるのか、サ

ービスの利用にどのような影響があるのかについても検証していただく必要があると考 
えます。 

このような観点から、次回の部会では、本日各委員から出された意見等も踏まえて、より

具体的な検討を進めていただければと思います。 
以上でございます。 

 
大西委員（全国市長会介護保険対策特別委員会委員長（香川県高松市長））代理、高松市介

護保険課長 川野祥靖参考人 

 ありがとうございます。全国市長会から１点の意見を申し上げます。 
資料２の８ページで介護保険料の見直しのイメージが示されたところでございますが、

このイメージでは具体的な段階数や乗率が示されていないため、保険者である我々市町村

は、保険料設定の検討を始めることができません。 
介護保険につきましては、骨太の方針において年末までに結論を得るとされているとこ

ろでございますが、来年度から始まる第９期介護保険事業計画に向けて保険料を設定しな

ければならない保険者にとっては、年末を待たず、早い段階での情報提供が求められている

ものでございます。そのため、保険者が円滑に介護保険制度を運営するためにも、国におい

ては、現段階において想定している保険料設定の段階数や乗率について、速やかな情報提供

を市町村に対して行っていただきたいと存じます。 
以上でございます。 

 



杉浦委員（全国町村会行政委員・東京都瑞穂町長）代理、瑞穂町福祉部部長の福島由子参考

人 

 まず、資料２の８ページに関してでございます。こちらは川野参考人からも御意見、御発

言がございましたが、介護保険料の高額所得階層の引上げと低所得階層の引下げの方向性

についてイメージが示されていますが、こちらのイメージだけでは具体的な部分が分かり

ません。町村におきましても、介護保険料のほうを今後検討していかなければいけませんの

で、ある程度幅のある内容でも結構ですので、国が現段階で想定している具体的な内容を地

方自治体に対してなるべく早く情報提供をお願いしたく、意見を申し上げます。 
以上です。 

 


